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第９章 道路施設点検

第１節 道路施設点検の種類

第6901 条 道路施設点検の種類

道路施設点検の種類は以下のとおりとする。

(1) 道路防災カルテ点検

(2) 橋梁定期点検

第２節 道路防災カルテ点検

第6902 条 道路防災カルテ点検

１．業務目的

道路防災カルテ点検は、発注者より貸与される道路防災カルテを用いて、設計図書に基づいた条

件で、防災カルテを用いた点検及び防災カルテの修正を行うことを目的とする。

２．業務内容

(1) 計画準備

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1111

条業務計画書第2 項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする。

(2) 防災カルテを用いた点検

受注者は、「防災カルテ作成・運用要領」に定められた内容に従って、設計図書に示されたカ

ルテ箇所の点検を実施すること。

(3) 防災カルテ修正

受注者は、防災カルテ点検結果を「防災カルテ作成・運用要領」に基づき修正すること。

なお、修正方法については、事前に監督職員と協議のうえ承諾を得ること。

(4) 報告書作成

受注者は、業務の成果として、第1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成す

るものとする。

第３節 橋梁定期点検

橋梁定期点検は、「橋梁定期点検要領（案）」（以下「定期点検要領」という。）及び「橋梁におけ

る第三者被害予防措置要領(案)」（以下「第三者要領」という。）に基づき実施する定期点検に適用

する。

第6903 条 橋梁定期点検

１．業務目的

橋梁定期点検は、安全で円滑な交通の確保、沿道や第三者への被害の防止を図るための橋梁に係
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る維持管理を効率的に行うために必要な基礎資料を得ることを目的とする。

２．業務内容

橋梁定期点検の業務内容は下記のとおりとする。

(1) 計画準備

1) 業務計画書

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 1111

条業務計画書第２項及び次に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものと

する。

①安全管理計画

2) 実施計画書

受注者は､現地踏査による調査記録を含め作業上必要な資料収集をしたうえで実施計画書を橋梁

毎に作成し、監督職員に提出するものとする｡実施計画書には次の事項を記載するものとする｡

①業務内容 ⑦仮設備計画

②対象橋梁位置図 ⑧使用建設機械

③現地踏査の調査記録 ⑨安全管理計画（交通規制含む)

④業務実施方針 ⑩環境対策

⑤実施体制 ⑪連絡体制（緊急時含む。)

⑥実施工程表

実施体制については､橋梁点検員･点検補助員等からなる適切な点検作業班を編成するものとす

る｡

3) 部材番号図等の整備

受注者は、関連資料の収集及び点検時に必要となる部材番号図等の作成及び修正を行うものと

する。

(2) 現地踏査

1) 現地踏査の内容

受注者は、橋梁定期点検に先立ち点検対象橋梁における、橋梁の損傷（劣化等）程度を把握す

るほか、現地の交通状況、点検に伴う交通規制の方法等について現地の状況を調査記録するもの

とする。なお、架橋位置の地形・交通状況・交差物件・障害物等により点検時に接近が困難なこ

となどが予想される場合や、橋梁の状況（排水桝あるいは支承周辺の土砂詰まり等）により点検

作業等に支障がある場合には、監督職員と協議するものとする｡

2) 緊急対応が必要な場合の報告

受注者は、現地踏査時に緊急対応が必要と判断される損傷等を発見した場合は、直ちに監督職

員に報告するものとする。

(3) 橋梁点検員

受注者は、業務の実施にあたって橋梁点検員を定め監督職員に提出するものとする。なお、橋梁
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点検員は、橋梁に関して十分な知識と実務経験などを有するものとする。

(4) 定期点検

受注者は、次の項目について点検及び資料の作成を行うものとする｡

1) 近接目視点検

点検は近接目視を原則とし、必要に応じて橋梁点検車又はリフト車等の近接手段を用いて点検

を行うものとする｡また、必要に応じて機械・器具を用いる場合は、それらの機器及び使用範囲

等について監督職員と協議するものとする｡

2) 損傷程度の評価

点検対象橋梁について､定期点検要領に基づき､損傷程度の評価を行う。

3) 定期点検結果の記録

定期点検結果をもとに、定期点検要領に定める点検調書を作成するものとする｡

4) 緊急対応が必要な場合の報告

点検時に緊急対応が必要と判断される損傷を発見した場合は、直ちに監督職員に報告するもの

とする。

(5) 第三者被害予防措置

受注者は、次の項目について点検・措置及び資料の作成を行うものとする｡

1) 打音検査及び第三者被害予防措置

打音検査は所定の点検ハンマでコンクリート表面を叩いてその打音から損傷の有無を推定する。

打音検査で、濁音が認められた箇所には、チョークでマーキングを行う。また、マーキングされ

たうき・剥離箇所に対して、所定の石刃ハンマでできる限り、その部分のコンクリートを叩き落

とすものとする。なお、うき、はく離の範囲が広い場合やＰＣ桁等叩き落とすことによって構造

の安全性が損なわれるおそれのある場合は、監督職員と協議するものとする。

2) 遠望目視及び非破壊検査

１次スクリーニングで「遠望目視及び非破壊検査（赤外線サーモグラフィー法）」を採用する

場合は、監督職員と協議するものとする。

3) 第三者被害予防措置結果の記録

第三者被害予防措置結果をもとに、第三者要領に定める点検調書を作成するものとする｡

4) その他

予防措置時に緊急対応が必要と判断される損傷が発見された場合は、直ちに監督職員に報告す

るものとする。

(6) 関係機関との協議資料作成

受注者は、関係機関との協議用資料・説明用資料を作成するものとする。

(7) 報告書作成

受注者は、業務の成果として、第1210条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成する

ものとする。なお、橋梁定期点検結果等においては定期点検・カルテ入力システムに入力すること
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により、データ作成を行うものとする｡

第４節 成果品

第6904 条 成果ｋ品

受注者は、次の各号について成果品を作成し、第1116 条成果物の提出に従い、２部提出するものと

する。

(1) 道路防災カルテ点検

点検実施結果を反映させた防災カルテ及び特記仕様書によるものとする。

(2）橋梁定期点検

定期点検及び第三者被害予防措置における点検調書及び特記仕様書によるものとする。


